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ＳＭＴに出向中の組合員

が、従事員証を家に忘れた

ことに気付き、直ちに当直

に連絡した。当直から自宅

にあることの確認を求めら

れ、さらに自宅にとりに戻

るよう指示された。そのた

め３０分ほど出勤が遅れた。

忘れただけなのに「一時紛

失」とされ、状況報告書を

作成させられ、指示に従ったのに３０分の遅刻とされた。挙句の果てに

副所長から「従事員証を１か月とりあげる」と通告された。それだけで

はない。１か月後に本人が所長に従事員証を返してくれるように求めた

ところ、あろうことかこの所長は「一時紛失は３か月とりあげる」と言

い出した。組合員は納得できず副所長に問うたところ副所長はなんと

「１か月以上と言ったのだ」と開き直ったのである。 

われわれは労働組合として、このようなでたらめを許さない。地本は

ただちに、ＳＭＴ本社・ＪＲ東海会社に強く抗議し従業員証の返還を求

めた。さらに、このような理不尽なやり方の是正を求めて品川駅頭で出

向組合員が中心となって、ＳＭＴで働く仲間にビラ配布を行い訴えた。 

ＳＭＴは従事員証を直ちに本人にかえし謝罪せよ！ 

 


